
〇ピークの２割程度に激減（S46：1,441千㎥/日→ H13：554千㎥/日→ R５：267千㎥/日）

〇H13年の確保条例施行後から約半減、その79％が上水道利用の減少による

①地下水利用量の減少

（その他の内訳）
・公衆浴場 1.7％減
・食料品等 3.8％減
・化学工業 2.0％減
・電気機械器具 2.6％減
・農業・林業用 7.1％減

１．都の現状について
地下水ガバナンスへ向けての取組について
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〇揚水量は大幅に減少しているものの、日量で約27万㎥、
年間で約１億㎥の地下水の利用が継続

令和５年の都内地下水揚水の割合

 業態別割合 工場：17％ 指定作業場：20％
上水道等：63％

 用途別割合 飲料：58％ 製造工程：11％
環境用水：10％ ほか

 地域別割合
・事業所数 区部：51％ 多摩地域：49％
・揚水量 区部：10％ 多摩地域：90％

近年この傾向に変化はない。
直近５年間では、多摩東部で上水道用揚水が大き
く減少している。

１．都の現状について
地下水ガバナンスへ向けての取組について

②令和５年の利用状況
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〇全井戸合計本数は10年間で400本増加している
〇農業用・林業用の井戸本数の増加が顕著であり、これは産業労働局の農地保全事業により、
防災兼用農業用井戸設置に際し補助金を交付している影響と考えられる

〇また、非常災害用や学校での設置も増加しており、非常時の活用を想定していると考えられる
〇公衆浴場については、顕著に減少

東京でも地下水は資源として様々な用途で利用され続けており、
事業活動や都民生活を支えている

増減Ｒ５年Ｈ２５年業種

+347537190農業用・林業用

+95377282非常災害用

+60280220学校

-203507710公衆浴場

+40040493669全井戸合計

井戸本数（本）

１．都の現状について
地下水ガバナンスへ向けての取組について

③井戸本数の推移（Ｈ25年とＲ５年の比較）
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④保全と適正な利用

１．都の現状について
地下水ガバナンスへ向けての取組について

様々な立場が存在することから、共同研究成果等を踏まえ、
今後さらに議論を深めていく

• 都は過去に揚水による地盤沈下で甚大な被害を受けた沖積低地を抱える一方、
直接的な被害を受けていない地域も多くあり、保全と利用の立場に温度差

• 保全については、地盤沈下防止はもとより、湧水や河川の保全、地下水質の保
全、水源林の保全（涵養）などを考慮する必要

• 利用については、上水道をはじめとした継続利用のほか、近年の揚水量減少や
地下水位回復を受け、一部では新規利用に向けた規制緩和の要望あり

• 水循環基本法において、地下水を含めた水は「国民共有の貴重な財産であり、
公共性の高いものである」としており、有限で貴重な地下水資源の持続可能な
保全と利用に向けた検討が必要
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〇エコプロ２０２５への出展
・来場者数は59,873人
・事業紹介パネル展示、取組紹介の動画、パンフレット等の配布

２．地下水に係る情報発信、普及啓発について
地下水ガバナンスへ向けての取組について

〈事業紹介パネル〉 22



【質問、感想等】

２．地下水に係る情報発信、普及啓発について
地下水ガバナンスへ向けての取組について

• 東京で地下水を利用しているのか、何ｍ掘れば出るのか
• 地下水は使ったら枯れるのか
• 地下水位が回復すると何か影響はあるのか

地下水質問

• 湧水が減少している理由は
• 湧水は飲めるのか

湧水

• 下水道の陥没や液状化と地盤沈下は何が違うのか地盤沈下

• 研究をやっている理由、なぜ地下水を調べているのか
• 具体的にどのようなことが分かったのか
• 研究成果がどのように活用されるのか
• 地下水の流れは川の流れと同じか

実態把握

• 地盤沈下発生のメカニズムがよく分かった
• 低地が地盤が弱いのか、説明を聞いてよくわかった
• 銭湯など身近な用途で使われていることを初めて知った
• 地下水は生活に密着していると感じることができた
• 地下水の年齢が分かるなど筑波大の研究は話を聞いてて面白かった

感想等

地下水に係る情報発信、情報収集の取組を継続して実施
23



３．次期報告書作成に向けて
地下水ガバナンスへ向けての取組について

〇課題認識

• 前述のとおり、都では保全と利用の様々な立場が混在し、各立場にも温度差あり

• 他自治体へのヒアリング等を通じてガバナンスに関する情報等を収集してきたが、
地域性や経緯等がそれぞれ異なるため、部分的にも都への適用が可能かは要検討

• 都におけるステークホルダーは多種多様である上に、人口規模も世界有数であり、
協議会の設置や合意形成は困難を極める可能性

• 国においても、地下水還元型地中熱利用システムの導入検討や、地下水の適正な保
全と利用に関する検討会の設置など新たな議論が進んでいる

持続可能な地下水の保全と利用に向けて、実態把握の一定の成果と
地下水ガバナンスのあり方について、来年度作成の報告書に反映予定
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